
Title ヒットラー・国防軍・会計検査院
Sub Title Hitler, Reichswehr und Rechnungshof : Die Bedeutung des Kabinettsbeschlusses vom 4. April

1933
Author 大島, 通義

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1976

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.69, No.5 (1976. 6) ,p.298(68)- 318(88) 
JaLC DOI 10.14991/001.19760601-0069
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19760601-

0069

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


r r r ^ c： :：vr；み 4w..ンと-.:?：̂ T ：x r  ：

ヒットラ 国 防 軍 • 会 計 検 査 院

大 島 通 義

し 序 論  .
n . 1933年4 月4 日の閣議決定 

m : 再軍備政策における閣議決定の意義 

V L ナチス革命に庫面する会計檢查院

V .共同審査委員会の役割_
V I.国防軍対会計検査院 

VD, 結 論

序 論

ヒットラー政権は，1933年 4 月 4 日の閣議において， ドイツの再軍備に関して画期的な意味を持 

った決定をおこなった。をれは，再軍備の本格的な推進と，再軍備を財政統制から解除することと 

を内容とするものであった0

• 1933年 4 月といえぱ； ドイツでは国民社会主義ドイツ労働者党（ナチス）が政権を霞握してから漸 

く 2 ヶ月余を経た.頃である。 3 月に新たに選出されたライヒ譲会においては, 同月2 3 , 2 4日，授権 

法 .Gesetz zur Behebung der N ot von Volk und R e ic hか可決され，いわゆるナチスめ合法的苹. 

命が一段落を告げていた。この間の主な政治上の事件を摘記するならば，ます’ 2 月 1 日に国会解散， 

2 月 4 日には出版と言論の由に対して厳しい制限が課され , 2 月 6 日，プロイセン政府r 対する 

均制化 ..G le ich sch a ltu n g ,同2 8日，国会議事堂放火事件とこれを契機とした基本権の路止，さらに 

3 月に入ってからは，諸ラントに対する夕一デタ的織属の弥制がこれに続いた。この間，ライヒ大 

統領による緊急令の下達には,：突擊隊を先职にしたナチスの党関係諸組織による政治的庄迫とチロ 

ルが常に結びつけられていた。この一速の動きは，国会を政治的意志決足の世界から完全に閉出し 

た授権後によって最商頂に達したのである。そして， 4 月は降I 2月 の 「党と国寒の統宣言へと 

. 向けて，ナチスによる; 命は全体生翦的指導者国家の建設へとホみを進めることになる。

ナキス命の周而がこのように移り変ってゆくなかで成立った前記の問譲決定は，1920年代以来
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ットラー. 国防軍，会計檢あ院

軍部が秘密裡に進めてきたぽ軍備をライヒ政府全体の課題として認知して，その後の急速な拡大へ 

の道を切り拓いたぱかりでなく，再軍備財政の統制機構に重大な変更を強いるものでもあった。従 

来この機構の一環として重要な役割を果たしてきだいわゆる共同審靈委員会は處止され，国防省子 

算に対する大蔵省の統制機能も箸しく弱められたのであるb 戦後の研究では，4 月4 日の閣議決定 

はもっぱらライヒ国防評議会の設置を定めたものとして紹介され，その財政統制問題との関遮は正 

当且つ正確には評価されていない。以下の本論では，後者の侧面に重点を置き，とりわけ現代史研 

究では光をあてられることの少ない会計検査院の行動に注目しながら，この閣議決定の意義を解明 

するとととする。当面，問題ほ軍事費の統制に関するものであって財政全般の統制にかかわるもの 

ではなかゥたけれども, その作用の及ぶところから考えるならぱ, 以下で見る一連の過程は, ナチ 

ス政権のもとでの財政統制の展開のいわぱ序章をなすものと言うことができるであ.ろう。

E . 1933年 4 月 4 日の閣議決定

この日の閣譲においては，「国防軍問題J か第2.議題として取上げられた。閲譲議事録には, . 「ラ, 

イt 国防相は国防軍問題について詳細な報告をおこなっ と記されている.にすぎないが，実際に 

は，この主題のもとで4項目からなる決定が讓認され，さらに，おそらくは，5年以内に大国にふ 

さわしい軍俯☆達成すぺしとするヒットラーの指示が国防軍に与えられたものと推察されてい%)。

とりあえず閣議決定の要点と，それがもたらした主要な結東とを概観しておくことにしょう。

閣議決定は，大別し' ^ , ライヒ国防軍の改組に関する規定と，再軍俯財政おょびその予算と決算; 

の統制に関する規定とからなっている。 ‘

第一*に，この閣議決定はその第1 項において国防軍組織の変更の必耍を認^ ^ ,当面，現行法の請 

規定の適用を必要とあれば停止してでもこの改組を実行する方針を明らかにし，さらに第2 項にお 

いて，将来外交政策上の懸念がなくなった場合に直ちに実行すべき法律改正の準備を，ライヒ国防 

相のもとで始めるように指示している'。閣譲決定のこの部分のひとつの帰結が，その直後における 

ライヒ国防評譲会の設置であった。この評議会は，ライヒ首相を議長とし，国防相，陸 ，海両軍の 

最高司令官，外務 • 内務，大蔵 • 航空 • 国民啓発おょび宣伝•経済の各大臣をもってその桃成員と 

して，国防力の増強に必要な政治• 軍ま ̂ • 財政*経済の各般にわたる政策の決定をその任務とする

注（1 ) i.Niederschrift iiber die Ministerbesprechung am も April 1933", in： Bundmrchiv Koblenz (BA): R431 /1461
( 2 )  Anlage zu RK. 392 C/E II, int BA: ,R43n/393. これは閣議決定の正本ではなく写本A bachriftであるが，筆者 

としては利;]Jすることがセきた唯一*のチキストでもる。従來この閣議決定の原文は正確には知られていなかったと思わ 

れるので，本稿の末尾にその全文を掲載しておく。なお, 注（8 ) も参照されたい。

( 3 )  Bracher, Karl Dietrich, Wolfgang Sauer und Gerhard Schulz： Die natiomlsozicUistisch Machtergreif^no, 
Studien zar Errichtung des totalitdren Uerrscka/tssystざms in Deutschland 193311934, 2. Aufl., Koln. und Opladen 
1962. S. 795-6. * •
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ものであっさ)。閣議決定のこの部分がもつ意義の一層の詳細につ'/、ては，次のmにおいて検討する。 

第二に，この[15譲決定の再軍備財政に関する譜規足を見てみよう。

最初に， 車備に必要なぎ金調達に力いて, 閣議決定の第3 項は次のように定めている。すなわ

ち，大蔵大臣は，国防軍に対してその改組に必耍な資金を, 調達方法ウ如何を願慮するととな<,

内外の世論を欺き-うる形態と規模で提供することとされた。再軍備に必要な財政資金の調達は,こ

れによって単に租税収入のみでなく，爱海ミにはメフォ手形と呼ばれた手形金融を通じてもおこなわ

れることとなり，広く借入による資金調達，さらには中央銀行の信用創造による資金調達の途が開

かれたのである。この点に関する詳細も，次のmであらためて考察することとする。

，次{'ここの閒議決定は，第 3 および第4 項において，国防省予算に関する大蔵智および会計検査院

の事前および執行統制を廃止することを規定している。まず，前記の国防軍改組のための財政安出，

つまり手形金融による資金の支出は，ライヒ首相への上ホを前提として，大蔵潜0 統制を受けるこ

となしに国防相め権限にもとづいてなしうることとされた。他方，閣議決定の第4 項は，1928年以

来活動してきた共同密查.委員会を廃止することを定めている。この委員会の成☆：の経過や役割はV'

において里ることとして，それが統制の対象としていたのは,国防省および開係各省の他の名目の

予算科目のなかに偽装して含められていた秘密再軍備予算の編成および執行であった，換言すれぱ,

閣議決定は，従来からの方法による再軍備支出（予算にはr継練的経費」として計上）についても，前

述の新規の資金調達方法にもとづく W軍備支出（予算にゆし時的経費J として評上）についても，事
( 5 )

前および執行統制を廃止してしまうことを定めていたので力) る。そして，大蔵/省と会計検査院は支 

出の結果について報告を受けるのみとされた。

I

なお，西軍備のための支出の決算統制は従来どおり会計檢查院の任務とされたが,秘密保持の理 

由から，これに従事しラるのはその高級職員のみとされた。. 閲議決定のこの部分の詰規定が会i f梭 

查院や大蔵省によってどのよ.うに受けいれられていったかは，後のIV以下において，その前史も含 

めて考察する。

ここではあらかじめ，この間議決定がその後の予算運営にどのような結果をもたらしたかを指摘 

しておきたい。まず当然の帰結とレて, 国防単はナチス統治のもとでこれ以後is：期間にわたって予

注（.4) Absolon, Rudolf: Die Wehrmacht im Dritten Reich, Ed. I, Schriften des Bundesarchivs 16/1, Boppard am
Rhoin 1969, S. 46. 、

( 5 )  „Die Entwicklung des Marinehaushalts von 1930 bis 1939", Vortrag von Plottenintendant Thiele, in : Trial
of the Majof War Criminals before fJie h iterm tim al M ilitary Tribunal {IMT), vol. XXXV, p. 569 sq. 殊に p. 
5 8 0を参照されたい。当時のドイッ‘ ライヒの予算制iA:のもとでは，歳出予算は•■継続的経費J と r一時的経费J とに 

分顿され. そのそれぞれにおいて，まず各省をザ丄位としてEinzelplan力;揭げられる。そして，各 EinzeUdanは 

K apitelに，各 K a p itdは T ite lに分類されていたレI933ギ度について言えぱ，rライヒ国防翁丄はEinzelplan VIII 
をなしこれが A. Reichshe< r̂ .と B. Reichsmarineに分けられ，その下位に前記のJ a p i t e lとT ite lが金額をff:って 

' ‘ ま示されるの力;通例であった。木文で述べるように， 4 月 4 日の肌儀決定以後，大i m と国防翁のiMro'の予算折衝にお 

いてはj このISinzelplan V III:，Rekihswehrministoriumめ総額のみが論議の対象とされ，下位の予 (科|}|への金額配 

分は一切不問に付された。 ， .

7 0 (3 0 0 ) ——  '
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算に関するほぼ全面的な自由裁量の権限を享受することとなった。戦後になされた証言によれぱ， 

年度開始に先立って，国防填は大蔵省およびライヒ銀行の幹部と新年度に必要と貝《込まれる資金総 

額について交渉してこれを確定し，その後これを陸. 海 ，を三軍に配分する。この資金の支出計画 

は三者のそれぞれにおいて策定され，また自由に变更された。年度の途中にこの資金総額ではヒタ 

トラーによって課された任務の遂行が不可能なことが明らかとなった場合には，あらためて資金の
 ̂0 V

追加について上記と同じ交渉がおこなわれた, といわれる。

さらに見過すことができないのは，こうした予算運営の方式を，時の経過と共に他の諸官翁もま

た要求するようになったということである。その最も顕著な事例は，警察および武装親傲隊の予算 
. ( 8 )

要求に見られた。 4 月4 日の閣議決定は，単に軍事費にとと，まらず政府支出全般に関する財政統制

の弱体化への契機をなすものであった，と見ることができる。

その内容からしても，また，影響の及ぶ範囲からしても刮目すべき‘この閣議決定について，閣議

の席上反対の思見を表明したのは咸相クロズィク（Johann Ludwig Schwerin von Krosigk) とライヒ銀
{Q、

打総裁シャハト（Horace Grealy Hjalmar Schacht)の二人であった。 • .  

m 遺〕

ライヒ国防評議会の設擊がこの閣議決定にもとづくものであったととは,戦後の研究においては周 

知のとおりである。共同審^̂ 委員会が何時，何を根拠に廃止されたかは長い間不明のままだったが, 

その答は，実はこの閲議決定にあった訳である。他方，国防智予算に関する大蔵省統制の解体につい 

ては，戦後の研究では「1934年4 月の閲議決定J によるものとする説が支配的であり，したがって， 

われわれとしてもこの点に触れずに論を進めることは適当ではな、。
110)

筆者の知るかぎりでは，戦後の研究がこのように説く場合，史料上の根拠が明示されて、ないか，

注（6 ) .  . "Eidesstaはliche Erklarung von Friedrich Tischbein*', m: Trials of War Criminals before the Nuernberg
Military Tribunals under Control Council Law N o .10, Dokmientenbuch, II, Graf Schwerin von Krosigk, Dol<.

• Nr. 55, S. 64-5. ,

( 7 )  ..Extracts from the Testimony of the Defense Witness Fritz Reinhardt before Commission**, in: Trials o f W a t  
Criminals before the Nuernberg M ilitary Tribunals' (NM T), vol. XII, p. 612 sq.

( 8 )  Schwerin von Krosigk, Lutz; „Grun(izuge der Etatisierung**, in: Institut fur Zeitgeschichte: ZS/A-20, Bd 

3, S. 8 8 - 9 .武装親衛隊の予算は内務翁予算の一部分をなしていたが，この予算をめぐって，ことに1941年以後，大蔵 

省 ‘(おi t ぴこれに同調した内fMm•房）と武装親衛隊との間で激しい対立が見られた。武装親衛隊長宜ヒムラ 一HeitiHcb 
H im m lerは 旗 ん .ヒットラーの，「許 可 U rkim dojを先収りして予算定員を無視した武装親衛隊の人員の勒徹を図り. 
事後的にこれを大蔵あに認めさせようとした。その要求[こは， ドイツ軍がまだ占領していないオルジョニキ一ゼ，'シク

アストラカン（後の二者は結局レ4領できなかった)などの地域への配置のすこめのものさえ含まれていた。ヒムラー 

がこうした自らの斯求の板拠としのが，他ならぬ1933年 4 月 4 日のIIU議決定であった。彼は，国防SKに対する予算上 

の授権-と同等のものを武装親衛隊に'^レ、ても変求したのヤある。大蔵おとめ閣窗房は, ‘ この要求をI命外のものとして拒 

否している。詳細は別の機会に紹介するであろう。，,Zu'RK* 392 C/E, betr. Ernennungen von iJeamten im Geschafts- 
bereich des Reichsftihrers-SS und Chefs der Deutschen Polizei ohne Vorhandensein von Planstellen, vom 26. 
Jaiumr 1943*', in: BA: R 43D /393 .なお, 文号から明らかなように , 本稿で利用した圓議決定の写本は,この文

ttlの付屈資料として収録されていたものである。前掲注（2 ) を参照されたい。

( 9 ;  "Extracts from the Testimony of Defendant Schwerin von Krceigk", in； N M T, vol. XII, p. 593-4.
(10) Hansmeyer, Karl-Heinrich und Rolf Caesar： '..Kriegawirtschaft und Inflation 1936-1948", in< Wahrnng und 

Wirtschaft 1876-1975, hrsg. v. Deutschei* Bundesbank, Frankfurt a.M. 1976, S ‘ 912'は，'そのような例のひとつで 

ある。 . ■

—— 71{301) —
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(11)
あるいは，史料をそのように読み込んでいる力、のいずれかだが，その暗黙の根拠とされてV、るのは， 

当時の大蔵省幹部の戦犯载判における証言であったと思われる。1932年 5 月まで大蔵省第1局長（予 

算担当)，その後1945年まで大鼓;;̂ 臣の地位にあったクロズィクと，1929年 12月より32年5 月まで大 

蔵省次官であったシ: ッファー（Hans ScMffer)は，いずれもその証言において，11934年4 月の閣譲 

決定J によって大蔵省ゆ国防省予算に対する統制権を失ったと述べているのでもる。しかし閣議議 

事録を見ると，1934年4 月には閣議は一回も開かれていないし, また，この r閣譲決定J についての 

傍証史料は擎者の知るかぎり存在しない。1933年4 月4 日の閣譲決定.については，ぎ，本ながらチキス 

トが記该として残されており，また，後に見るように傍証史料も存在する，これらのことから考えて, 

「1934年4月の閣議决定J の存在を認めるべき積極的な理由は乏しいと言うぺきであり，しi t がって， 

国防省予算に関する大蔵省統制は，1933年 4 月4 日の閩議決定に'よって解体されたと見て誤りではな 

いであろう。

nr. 再軍備政策における閣譲決定の意義

第一世界大戦に敗れたドイツでは，ヴュルサイュ体制による禁制と監視の目をくぐって1920年 

代よりすでに秘密裡に再軍備が進められていた。他方，周知のように，ナチスの政権掌握後間もな 

く1933年 10月にはドイツは国際連盟を脱退し，35年 3 月には一般的兵役義務が導入されると同時 

に空軍建設が公然化'され，その後ドイツ軍のラインラント非武装地帯への長入，東方への武力を伴 

った進出が統き，1939年の第二次大戦開始にいたる。この一連の過程において1933年 4 月4 日の閣 

譲決定はどのような役割を演じたのであろう力、。この間題は，勿論さまざまな角度からの檢討を要 

する問題であるが，ここでは主としてその財政上の関連に重点を置いて考えてみることにしよう。

この閣議決定が国防省の発意と提案にもとづくものであったと見て誤りではないが，同時に，そ 

れがヒットラーの政治的意図と合政し，彼の支持を得、てはじめて実現しえたものでちることもたし 

かでもろう。キこで問題となるヒットラーの政治的意図については，われわれはこれを，彼の®C治 

的全生涯を通じて比類のない撒底性をもって追求されたものの一まとして理解することが必要でち

る。軍事政策について言うならぱ，彼の意図の基調は，ヴXルサイュ条約の一*切の制限からの解放
■ ■ - ■ ‘

と，ドイツの生存圏の拡大のための東部3 — ロッバ地域への武力長略とにあっだ。そして， ドイツ 

の再軍備はそわために決して欠くととのできない前提ホなしていた。この考え方は，1920年代tfi頃 

に公干Ijされたr我が闘争J において规に語られていたし，ますこ, 1930年^代後半の政治指導において

注(11) Bracher, K. D. et al.： op, d U  S. 794 におい*t!, "Die Entwicklung des Marinehaushalts von 1930 bis 1939", 
Vortrag von Thiele, p. 5 8 1を根拠にこの説力♦、採られているが, . テイーレのここでの叙述は, 「1933年およびそれ以後 

の財政運営J におけるひとつの問題点としてr閲議決定J に及しているものの，この閣議決定の日付は示されてはい 

なぃ。 ,
(12) "Extracts from tho Testimony of Defendant Schwerin Von Krosigk", p. 593-4； „Eidesstattliche Erklafung von 

Haiis Schaffer**, inJ Clodng-Drief f iir  Lutz Graf Schwerin vm  Krosigk, NMT, F a l l1 1 , USA gegen Ernst 
Weizeackor u.a., S, 90*4.
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( 13)

飽くことなくその実現が追求されていったので^>る。

政権獲得直後においてもヒットラーは，政府部内では当初から妥協のない明確さをもってこめ基 

本的見解を表明していた。 2 月1 日のラジオ放送では，民衆に向って「4 年以内の失業克服の達 

成J を公約する一方で，2 月3 日には，陸海軍の高級将校を前にして，r政治的プ;i の再達成，すぺ 

ての国家指導はこの一点に集中されなけれぱならないJ としたうえで武力侵略をっうずる生存圏掀
(15)

大の意0 を明らかにし，さらに2 月8 日の主要閣僚協議の席上でも，rすべては軍事力のためにI

今後の4 〜 5 年における至上原則はかくあるべきだ, ..….政府によるすぺての履用創出政策は， ド

イツ国民の国防力再建の観点から見て不可欠か否か判断されなけれぱならないJ と指示してい( f の

を，われわれは览ることができる。失! !救済か再軍備かという二者択一*の問は，ヒットラーにと

て本質的には無縁なものだったのである。

このことから明らかなのは，当面の財政支出の拡大が，単に景気の回復を目指したものにとどま

らず，むしろ，国防力の強化を通じて近い将来に生存圏を拡大することを目指したものであった，

ということでちる。ヒットラーは，第一次ラインハルト計画による雇用創出政策の意義を，有効需

要の追加的創出という点よりも，大衆の「信頼感の覚醒J といった社会心理的作用に見出してい(52。

このことはあながち彼の経済問題への無理解を示すものではなく，むしろ，彼には，世界市場の分

断と梗塞状況についての認識に立脚した彼なりの経済政策の論理があったことを示唆していると思 
(18)

われる。いずれにせよ，このような長期的な展望のもとに再軍備は当面緊急の課題として公認され, 

位置づけられたのである。

しかし，ヒットラーがどれ程再軍備を重視していたとしてもi 国防軍の側でのこれに先立つ時期 

における再軍備の何らかの実績や準備なしには，現に起りえたような軍備の急速な増強は不可能で 

あったに違いない。事実，国防軍の側では，1920年代以来の秘密再軍備を背景として，1932年夏頃 

から国防軍改造（Umbau)計画が形成されつつあった。この計画によると，陸1|^を中心とした兵カ 

の3 倍の規模への増強が指向され，1933年4 月 1 日を始点として1938年までに，2 1 ヶ師回からな 

る30万人の兵員を擁する陸軍が形成される予定であった。この計画には，さらに，国境警備を任務 

とする民兵組織の建設も含まれており,潜在的国防力の安価や急速な増強の意図が込められてい

注(13) Hitler, Adolf: Mein Kampf, Bd. 2: Die nationalsozialistisch© Bewegung, Miinchen 1933, Kapitel U : Ostorien- 
tierung- oder Ostpblitik, S. 726 s q .なお，Bracher, K  D. et al.： op, eU,, S. 744 s q .も参照されたい。

(14) Schulthess* Europaischer Gesckichtskalender, Bd. 74 (1933), S, 36.
(15) Mo5nck, Gerhard: H ith r und die deutsche A u fr ik tu n g  1933-1937^ Wiesbaden 1959, S , 17/
(16) . "Auszug aiifl der Nlederschrlft Uber dio Minlsterbesprechung vom 8, Pebruar 1933, Bau eines Staubeckens an

der Malapane bei Turana in Oberschlesien**, in: BA: R43II/536‘
(17.) „Vermerk vom 22，Soptem^r 1933, betr. Finanzierung der Reichsautobahnen und des sonstigen StmBenbaua", 

in: BA: R43II/503.
(18) Brachor, K. D‘ et ah； op. eiL, S, 785 sq.
(19) Diilffer, Jost： Weimar, Hitler w id die Marine. Reich$poHHk und FlotUnba% 19^0-^1939^ Dilsseldorf 1973, S.

229 sq.； Absolon, R,: op. c it , S. 52sq.； Brachor, K. p. ot al.： op, HU S. 779 sq*
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陸軍中心のこのような軍事力増強案には，当然海軍の同じ志向が対抗することになるが，その詳細

はおくとして，国防省が先に見た閣議決定を提案するにいたる背景には,，このような国防軍改造計
(20)

画があったことを見落すことはできない，

との改造計画を準傭し実行するために必耍な資金は, 当面まず,シュライヒヤ一政権のもとで決 

定されヒ ッ トラ一政権に引継がれた『緊急計画J によってまかなわれナこ。 ヒットラ一政権のもとで 

追加された1 億々ルク.を含めて総額6 億マルクのうち，_ 1.9 億マルクの資金が国防関係のま業に割

当てられ, それは，1933年 2 月と3 月に，陸軍に8,930万シルク, 海軍に3, 570万マルク，空軍関
(2 1)

係に6, 500方マルクの規模で配分された。さらに, I 933年 3 月.中旬には，4 月以後5 年間にわたっ

て陸軍については年額2 億マルク，海軍については8, 000万マルクの資金を供給することが国防省 

によって決定され，5 月ユ日，33年度分の支出許可が与えられた。それは「5 月計画」と呼ばれ,

す べ て の 「一時的経費J を包含し，海軍につ い て 言えば，艦船の建造，港湾や基地の建設盤傭 ，船
(22)

渠ゃ造船所などの建設，商船の武装化などがこの計画のもとに進められた。これらの資金の調達方 

法としては，「緊急評画J 以来一種の手形金融方式が採用され，この方式は， 5 月に設立された金

属研究協会（Metallurgische Forechungsgesellschaft m.b.H.) '(略レてメフォ）による手形金融.として引継
(23)

がれ，これ以後の再軍備のための資金調達の主要な手段とだったのでもる。このようにして生じた 

財政支出の拡大の跡を決算について見てみると，1932年度の国防関係の竊出額は6 億 2, 975方マル

クであったのに対して，34年-度には19億5, 293方マルク，.37年庞には82億7, 247万マルクとな.り,
(24)

以後その規模は- 層急激な増加を遂げることになる。

このように見てくると* 4 月4 日,の閣議決定は，国防軍の側で始められつつあった巧軍備乃至国 

防軍改造計画をライヒ政府の責任において公認して軌道に乗せ，それ自体としてはなおつつましや

注( 2 0 )閣議議lit録によると，3月29日の閣議においてライヒ13̂防相は，•'目下意図されている国防取の改造J について評細 

か報告をおこなった。"Niedersehrift iiber die Ministerbesprechung am 29. Marz 1933", in: BA； R43 1/1460.
• (21) ..Ubersicht iiber die Verteilung der Arbeitsbeschaffung^mittel auf die geforderteh MaBnahmen und die Kredit- 

anstalten, vom 7. Juli 1937", in: BA: R2/18412.
(22) „Die Entwicklung des Marinehaushalts von 1930 bis 1939", p. 590-^1. ただし  Dulffer, J.: op. cit； S, 242 

いては， r 5 月計画J の規模は，膨 T U億マルク， 海S g l - 6 億マルクとされており， いずれ!ン征確なのカ遵者には明ら 

かではな、。 /  ,,
(23) Kroll, Gerhard： Von der Weltwirtscluiftskrise zur Staatskmjunktur, Berlin 1952, S. 586 sq.； Hansmeyer, K.-H. 

et al.: op. cit., S. 921s q .なお，大岛『雇川劍出政策の成立』「三Hi学会雑誌」绝67巻第2 ‘ 3 号 （1974年3 月〉33H以 

下も参照されたい。 '
( 2 4 )なお, これ以外に，メフォ乎形の未決済t lV 、1934印度ホにはI9億8, 200方マルク，S7年度末‘'こは55憶390方マルクに達 

していることに注意しておカホぱならない。これ力’、決済されれぱ，その額だけ国防支出額は撒jnする仕組みになゥてい 

るからである. 参考までに，同じ時期におけホ失業救済および® 如仙のための交出額を_Miてみると1932年度には9 
億3,769万マルク，34̂ 1̂1度には7億1,903方マルク，37印度には4 道6,419方マルクでもる。 ，,ZusammenstelUmg der 
Gesamtcinnahmen des Reichs sowie der Ausgaben fur RiistungsJiWecke und Avbeitsb^ehaffungsinaBnahmen 
in den Rechnungsjahren 1932, 1934, 1937, und 1938, vom 26. April 1939", in： BA； R2/21908. ぶお, 1932年度 

のライヒ政府:J£Jli総額は82億マルク， 34ギ庇も82億ンメレク， 37ザ，.度は173億マルクでjbゥた6 Entwicklung dor 
Augabcn in den Rechnungsjahfen 1934-1939, Vom 17. Juli 1939'*, ini BA: R2/2178L

U{304)
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ヒットラー，国防単. 会II换查院 

かなものだった填造計画を拡大し，これに拍取をかけるためのものであったと言うこと力';できるb 

国防省が授権法成立の10日後とぃう時点にこの提案をしたのは， て理由のなぃことではなかっ 

た。むしろ'，この時期を選んだのは明確,な意図にもとづくものであり，授権法の成立とぃう事態の 

もとでこそ，711軍備を現行法規の制約や財政統制から解放することが可能だとぃう别断が，国防宦 

に, また，じットラ' -の侧にもあっすこと見て誤りではなぃであろう。

このように， 4 月 41^の閣議決定は， ドイツの再軍備活動を， ヴ^«^ルサイュ荣約や軍縮交渉とぃ 

った国際政治上の制約はともかぐ，内政上の制約からは解放して,その後の急速な展開への端緒を 

開くものであったが，その際特徵，的なことは, . 当事者達が，譲解のしようもなぃほどの明確さをも 

っt 語られてぃたヒットラ一の政治ね意図を真に受けず，これと切離して彼の再軍備優先の意図に 

同調して将来における武力侵略に事実上協力したことである。 ：' ■

ライヒ銀行総裁シャハトの場合には，4 月4 日の旧譲で■防相の提案に反対してぃたとぃう事実 

があり，この決定がもたらすで:もろう-ま?態を彼自身何らか予してぃたこと力潜せられる。その直 

後の5 月31日，彼は雇用創出政策に関する政府首脳会議で，廣本ポ場を統制し履用創出計両の事業 

と通貨信用政策に関する提案を総揺的fe•把握するために，,少数ノンバ一からなる委員会を設置する 

ことを提案して承認を得た。このことは., 一*面では，事実上再軍俯のための資金調達を軌道に乗せ 

る役割を果たUたと言■わねばならなぃが，他商では，シャハトの意!21からすれば，再軍備財政の統 

制の解体によって生じた財政面からのインフレ~シ >=1ンの危険に通貨，用政策の面から対なしよう
(25) /

としたものだと見ることもできる。だが，結局のところ，彼のこのような通貨信用政策上の意図は

t ッ トラ一の政治的意0 の追求のまえに破麓し，強大な車事力をその果宾としてのこして，1939年

1 月，彼を含むライヒ銀行理事は全員解任されだめである。 ’" * ,
他方，ライヒ国防軍の場合には, 周知のように，ナチス支配の全期間をつうじてr屈服と抵抗の 

問を動揺_ !しつづけることになるのだが, ヒットラー政権成i 当初のことで言えぱ，国防軍の新し 

I 、指導者である国防相プロンベルク（Werner von Bbmbei^g)とその助言者だぅた大臣官房長ライヒ：n 

ナウ (Walter von R<3ichenau)とは，じットラマに対すを被ら目身の無批判的な支持から，ナチスと 

国防軍との利益典同体の形成を袖待してさえいためである。プロンベルクによれぱ,ヒットラーは 

国防軍をドイツf cおける唯一の軍事権力と認めて突擊隊との関係を明確にし，ナチスの側から国防

.法(25) ..Vermerk uber dio Chefbesprechung am 3 1 .Mai 1933, tiber Arbeitsbeschaffung*', in： B A： R430 / 5 3 6 .この席 

におぃてシャハトは，r通货剑出を拒否j し，r大跋翁証券の発行」を求める意laを斥け，！■実質賃金をインフレ„シ 

ョンによゥて切下げるととJ に反対して, 上記の信用統制のための委員会の設を提索した,
(26). Hansmeyer, K.-H. et aL： op.cU ., S. 914 s ( i .なお,.解任め契機となったシャ.ハトのヒツトラーあての1939お 1 月 

7 0 付の書倚は，Document 3 6 9 -E C としてZMT, vol. X X X V Uこ収録されてぃる，

(27) Bracher, K. D.: Die dmtsclte D iktatur; Entsteliung, S tm k H r, Foloen des NationatsozialisM-us, Berlin-Koln 

I9 6 0 ,邦 訳 r ドイツの独故j 巻，4 3 0 M ,なお，428K以下も参照さ：H衣い。
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• (28) 、

軍に対して政治的に介入する意図のないことを約東していた。これに加えてヒットラー政権は，国

防軍め目から見て,，多举にわたって続けられてきた秘密75軍備に対して多かれ少なかれ蹈離を置い

てきたヴァイマル共和制の諸政権とは異なり，再軍備政策に最も高い優先順位を与えてはぱからな

い政権であった。 4 月4 日の閣譲決定は，ナチスと国防軍のこのような関係のもとで生まれたので 
(29)

ぁる6

この決定にもとづいて設置されたライヒ国防評議会は，たしかに，国防政策に関する責任を国防

相からライじ政府全体に移し，ライヒ政府として国防問題に積極的に関与してゆく姿勢を示したも'

のではあぐ？L しかし，それはま向きのことであゥた。実際には，ライヒ国防評議会は1938年 9 月

に改組されるまで正規の手続で開催されたことは一度もなかった。開催されたのは，この評議会の

もとに設置されたライヒ国防委員会（関係各省の担当官による実務養M会）であった。だが，結局のと

ころ，このいずれの機関も表構え以上のもので、はありえなかった。政策決定は多くの場合,国防省
. (32) _

と各省の個別交渉によっておこなわれたといわれる。換言すれば，国防政策の国防省による專一^的 

管理という従来の権限機構が解休しために,責任は各各に分散したままで新しい権限機構の確立に 

至りえず，混池の状態が出現したのであって，結局この故革は，ヒットラーの国防政策への支配介 

入を容易にする組織の動態を生みだすととになった，と言うべ'きであろう。

われわれは，ここで視点を変えて，もうひとつの問題，つまり，この閣譲決定が財政統制の機構 

や役割をどのように7在えたかを考察することとしよう。

ま(28) Absolon, R.; op. c it, S. 43-4.
( 2 9 )同じ4月4 日， 譲をこ先立って「旁働享仕と青¥ 鎖練問題J を議題とした政府首脳会議が開かれている.ヴァイマル 

ま欺以来国り失業対策の補完的役割を果たしてきた自発的労働奉仕の制俊は，1935年に強制化され,一定年齢に達した 

— 男女はすべて半年間, 厳格な規律のもとに労働奉仕に従事させられ，予備的な軍̂ ?訓練を受けさせられた。193摊  

のこの時には，労働奉仕運動とその制俊化をめぐって鉄5̂ 団とナチスの間で爆烈な主導権争、、が展開されて、、た,が， , 
上記の会議では. 前者の指導者セこの間題に関するライヒ特命委員の地位にあったゼルテ（Franz Seldte) ©試さを， 

ヒットラーがその財政措置などの点で批判しているのを見ることができる。だ力て，本稿の主題との関連で-̂ 層注目され 

るのは，政府の主耍関係閣僚と並んで，プロンベルクとライヒェナウがこの会議に参加していることである，彼らのこ 

の問題ぺの関心が, 先に見た国防軍改造計画における潜在的国防力の増厳に発するものであったととは想像に雜くな、、 
が，この点においても国防軍の指導者達は，ヒットラーとの共働を指向していたと見を,さとができよう。，,V©rmerk 
uber die Chefbespreehung unter dem Vorsitz des Herrn Reichskanzlers am 4：. April 1933 vormittags 11 Uhr", 
in： BA: R43n/5巧. なお, ■ 防軍と労働奉仕制度との関連についてはAteobn, R.： op. c it, S . 123 sq .を，また, ' 
労働'奉仕制度の展開とその徹制化の過程一般にゥいてはKShler, Henning； ArbettsdienM in Deutschk'^. Plane Und 
Vervnrklichungsformm Us zur Einfiihrung der Arbeitsdienstpflkht im  Jahre 1935, Berlin 1967, S. 242 sq. を参 

照されたぃ。
(30) "Der Kampf der Marine gegen Versailles 1919-1935'*, bearbeitet von Kapitan zur See Schtissler, in； IMT, 

vol. XXXIV, p. 604.
( 31) Absolon, R.; op. cit., S. 4 6 . . なお，„Niederschrift iiber die 2, Sitzungf dea Arbeitsausschusses der Referenten 

fUr die Reichsverteidigung, am 22. Mai 1933", in； IMT, yol. XXXVI, p. 219 s q .もおMされたいo
‘ (32) Thomas, Georg i GeschicUe der dmtsdhm Wekr- und KilMungmirtschaft りi918-1943145), hrsg. v. Wolfgang

Birkenfeld, Schriften des Bundesarchiva 1も Bdppard am Rhein 1966, S. 70; Carroll, Berenice A,; Design for 
total War. Arms and jEcondmic$ in  the Third Reich, Tlio Hague-Parb 1968, p. 76 sq.

, ( 3 3 )  Bracher, K. D. et al.： op. ciU, S. 793-4.
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ナチス革命に直面する会計検査院

> , . ' , ，

との閣譲決定がジイヒ会計檢を院にとって何を意味するものであったかを明らかにするために, 

この項では，この決定を知らされる直前の時点での会計検査院の院長や幹部達の思考と行動を探っ 

てみることにしよう。 ， •

その手技!•りとしてまず，会計検査院々長ゼーミツシュ（Friedrich Ernst Moritz Saemisch) がヒジト 

ラーにあてた書簡を引用する。日付は閲譲決定と同じ4 月4 日だが,ゼーミッシが閣譲決定の内 

容を知る以前のものと息て誤りでほない。ナチス本命にま面した‘会計梭查院の態度を知るうえで示 

唆に富むものと恵われるので，儀礼的な部分を除いてここにその全文を引用する。

. r過日貴下と懇談の機会を得ましたことは誠に光栄の限りであり，私はその大要を会計検査院評議会 

に対して報告致しました。

貴:下，すなわちライヒ首相が,行政における厳格な秩序と清潔さを保ち公共資金の堅実な使用を保 

障するために，効果的な統制が実行される必要りあることを特に強調されたことについて，会計檢查 

院評議会は衷心より飲迎の意を表明するものであります。貴下によって示された目標は，会針检查^  

がその法によぅて定められた任務を実行するに,ちたって常に追求l / t きたところでもります。会計梭 

査院がこの課題を梁たしえてきたのは，会計檢查院ならびにその構成員について法.によって認められ 

たライヒ諸官省に対する独立の地位が，ライヒ予算運営の全体に対する妻りある!^督を保障してき 

からであります。会計検査院法によって定められたその任務と組織の梓内において現存の行政と 

の可能なかぎり密接な結合のもとに上述の目標を追求するものであり，このことに鑑みて本院は:,ラ 

イヒ政府がその困難な課題を遂行するにあたってこれに全力をちげて協力する所存であります。J

ライヒ内閣官房は，これに対する4 月13日付の返書において，会計検査院評議会の全員一致によ
■ . (34)

る決議の報告を「ライヒ首相が特別の喜びをもゥヤ_ |受け入れたことを伝えている。 

このゼーミツシュの書簡と, とこで言及されている彼とヒットラーとの会見において，雨者はそ 

れぞれ何を意図し表明しようとしたのであろうか。まず，ゼーミッシュに代表される会計検査院0  

側について見てみよう。 

ゼーミッシュ0 書恼は，単に新政権に対する思誠と支持の表明にとどまらず，一*定の現状認識に 

もとづく会計検査院としてのII己主張をうちに含むものであった，と思われる。問題は，その内突 

をどのようなもめとして理解するかにある。 

まず，授権法の成立にいたる激なナチス落命の進行が，会計棱查院をして自らの存立について 

何らかの危惧の金を抱かせたととは想像に難くない。本命の波がやがて自らにも及ぶことを恐れて， 

その対応策として，あの書側では，会計検査院め地位や役割が法# によって定められ,その意味セ

注( 3 4 ) 以上めふたつの文書， Prasident des Rechnungshofs an Reichskanzlor, Ft* 1100/4,44 vom* 4. ApHl 1933 と，
, , Roichskanzbi an Prasidenten des Itechnungehofs, RK 3521 vom 13. April 1933 は，いずれも BA:, R43II/1155a 

に収録さムている。 . ■
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不可浸のものであることを繰し強調したのだ，と具ることができる。だが，この場合注意すべき 

ことは，譲会が政治的意志決定の権能を剝簿されたという事実を，会計検査院としては自らの存立 

にかかわる決定的な事柄とはみなしていなかったと思われる点である。このことは，後に見るよう 

に, 実は会計検査院をして自らにかかわる政治状況の誤った把握にいたらしめることになる。それ 

はともかく，元来ドイツにおいては，会計檢查院を譲会による財政統制の補完機関，したがって, 

議会に対してのみ責任を負う機関として国制のなかに位置づける伝統は乏しかった。プロイセン絶 

対主制以来の伝統を?1 けて，ヴァイマル末期にいたる会計検査院の白己理解は，広義の行政権力の

一̂環としての，ただし狭義の行政権力たるライヒ政府からは独立の，そしてラヒイ諸官ご兽に対して
(35)

は対等の地位にあって，その存立を法にのみ资うところの後関としでのそれであった。1922年以来，

議会主義統治を建前とするヴァイマル共和制のもとで10年余会計換查院々長であったゼ シ

が，ナチス独裁体制のもとでさらに5 年間院長の職に留まり，ナチス国家体制への会計検制度の
(36)'

適応に少なからず貢献したのば，会計検査の国制上の位置づけに関するこのような理解があったか 

らだとH うべきであろう。当® の主題にもどれば，会計検査院が意因したのは，このような意味に

理解された自らの役割と地位とをナチス革命のなかで擁護することであった。
' ■

視点を変、えてヒットラーの側について考えてみよう。このような会計検S 院の主張-は，ヒットラ

一の容認するところでもあった，と見ることができる。彼がこの時点でゼーミッシュを引見し，そ
(37)

の後も長く院長の職に窗めたのは，ゼーミッシュの行財政の監視者としての従来の声価や信望ゆえ

の政治的利用価値にのみよるのではなかった。ヒットラーにとゥでは，現に始まりつつあるナチス
■ .

の国政統治のためにも，高度の堪門家と.しての資質を備えたゼーミッシュを長とする会計検査院が 

必要だったのである。ポ実に即して言■えぱ，ちょうどこの時期にヒット，ラーは，国防軍の資材調達

において民間企業との癒着，と汚職の《 がもることミp n して,大蔵大臣をつうじて会計検査院に

対し国防軍の調達制度を点検することを指示している。 4 月4 日の閣譲決定にしても, 決算統制は 

会計检ま院により従来どおりおこなわれることが明記されていたしその後の時期も含めてナチス

注（35) Grupp, Klaiis; Die Stelliing der Rechnungshofe in  der Bundesrepublih Deutschlm'idi Berlin 1972, S. 65 sq.,と 
くにS. 8 2 を参照されたい。 • ，

( 3 6 ) 会評檢あ院の改組を含むライヒ財政令Reichshaushalteordnung第2 次修正（1933年12ガ）の立实作業において主役 

を演じたのは，当時のプロイセン財政担当相ポピジッ（Jbhannes Popitz)とこのゼーミッシュであった。この点につV、 
ては，BA: NacMaJi Saemisch, Nr. 6 6 およびN r .134所収の史料力*、参照されるべきだが，その詳論は別の機会にゆ 

ずをこととする。建当りは，Pfuhlstein, Friedrich von: "Die Wege von der PreuBischen Generalrechenkammer zum 
Bundterechnungshof", in： 250 Jahre Reehnungsfviifung, hrsg. v. Buridesrechnungahof, Frankfurt a.M. 1964, S 
82 s q ,を参照されたい。， . ,  ■

( 3 7 ) ゼーミッシュは，会言十檢あ院々長の職にるかたわら，ライヒめ特♦ 養鳥 Reiehssparkommisgarに任ぜられ，ま 

た，1923年からは行政盤现委良会の議長を務めた* これらの面での彼の®励に関する .評価については，Dungern, 
Friedrich von： ..Friedrich E. M. Saehiisch als Reichssparkonrniissar*', in: Die offentliche Verioaltung, 5. Jg.(1952), 
Januar, S. 46 s q .を參照され^ い。

(38) ..Vermerk vom 12. April 1933, Uber eine' Beaprechung iiber Fragon der Prufiing des Beschaffungswesens bej 
der Reich&wehr am 6. April 1933", in： BA： NachlaJi Saemisck, Nr< 135,

78(308)

■________
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の統治におい.では，会計检查院の存在とこれによる決算統制は塞本的にはをの意義を否定されるこ 

とはなかった。ゼ一ミッシュの書簡にあるように，ヒットラ' -が r行政における夢序と清潔さ」に 

言及し「効果的な統制J の必要を強調したのは，単なる形式的指示にとどまらず，統治の必要にも 

とづいたぎ質的な意味をもった指ポでもったと言うべきであろう。とすれば，ゼ^ミッシュと会計 

検查院評譲会の侧にも， g らの存立と役割が法によって定められたものであることを強調する必耍 

を感じながらも，ヒットラ"め指示に応えて新政権への支持と力をその専門家的命觀に立脚し 

つつ表明する十分な理由があろうというもめである。 ■

このようにして，財政統制の維持と強化力';会計檢查院自体の志向するところであるのみならず，

ヒットチレの期待するととろでもあることが確認されたその4 月4 日に，どのような閣議決定が成 

り立ったかは，すでに見たとおりである。：この閣議決定によって廃止される共同審查委員会は， V 

で見るように会計検査院が重視してやまぬものであったが，そのかぎりにおいて明ふかに会計梭養 

院は1 自らの志向をヒットラーと国防軍によって裏切られたのであり，きらにVIで見るように,こ 

の決定ほ，会計検查踪の個有の活動領城とみなされてきた決算統制すらも危殆に渐せしめることに 

なる 6 この経緯は，会計検査院の指導者達が抱いていた専門家的使命観なるもわが，ぎは事態の全 

而的な関連についての洞察に欠けるところがあったことを示すと同11̂ に,会計檢查院が依拠しよう 

としていた実定法秩序が，ナチス支配のもとではもはや安定的たりえぬことを浙芽的にせよ示すも 

のでもったと言えよう。以下, 項をあらためて，この経過の焦点をなす共同滅查委員余とは何であ 

ったか，会計梭靈院はこの爱員会をどのように見ていたかを明らかにすることにしよう。

, , V . 共同審查委員会の役割 ，
■ ... . . . . - -  ' ‘

この養員会が設置されるにいたる経過の発端は，1927年 8 月上旬，新聞によって海軍の秘密再軍 

備にま0 わる汚職事件が報ぜられたことにある。このいわゆるローマン事件（またはプ：̂ー ブス事仲） 

とは, ヴ- ルサイュ条約の規制に反してS 密裡に20年代初めから進められてきたドイツの?？軍備活 

動におい't i , .海軍側の中心人物ロ'一マン（Walter Lohmann)をつ，う'，じて，彼と密接な関係にあったフ 

ュ…プス映画会社に多額の政取資金が特別基金（Schwarzer Foiids)から非合法に支出され，これに

関速して種々の汚職が発生したことを搏している.。新聞の暴露キャムペインと議会の攻撃にあった
. .* «>-'

当時のマルクス(Wilhelm M arx)内閣は, 8 月13日，会計梭查院々長ゼ一ミッシユに事件の調查を 
, :、 (40)
依頼L：た。ゼ一ミッシュは約3 ヶ月後にまず中間報告を提出したうえで，さらに1ぐ月22日の閣議に

法(39) „Der Kampf der Marine gegen Versaill^ 1919-1935**; p. 552 sq‘
(40) „Vorlaufiger Bericht dゆ Prasidenten des Rechnungshofs Staatsministers a. D. Dr, Saomisch iiber den Ihm diirch 

Schreiber  ̂ des Herm UeichBkanzlers vom 13. August 1927, RK 6531' erteilten Auftrag, betreffend did Untersuchung 
dor Subvontionierung der Phobus-Film ん G, sowie der anderen im Zusammenhang hiermit in dev Press© behaup- 
teten wirtschaftlichen MaUnahmen dos Reichswehrministoriums**, in: BA: Nathldli Saemisch, Nr, 175,

—~ ■ n 0 O 9 ) —
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出席して3 項 0 からなる提案をおこなった。第 1 は,過去の秘密再軍備のための支出の檢查に開す

る会t十検查院の権限を明確にし強化すること，第 2 は，会計梭查院は関係大臣の協力を得て,ライ

ヒ譲会決算委員会に所属する主要譲員に対して適時に必耍な報告をおこなうこと，第 3 は，今後の

この関係の支出を統制するために，関係各省，大蔵省および会計検査院の代表からなる特別委員会

を設置すること，以上である。閣議は* 第 2 項を極秘扱いとすることとしたうえでこの提案を承認

し( ^ 1 この第3 項の特別委員会がいわゆる共同審査委員会に他ならない。会計検査院評議会は，そ

の直後，この閣議決定を支持することを確認し，その実施に積極的に関与することを*^3合わせてい 
(42)
る。 ■ ,

この共同審查委員会の構成や役割などの基本方針にっいては，即日検討が始められ，何度かの修 

正を経て翌28年 5 月初めまでに確定を見たようである。以下に要約して紹介する「基本方針J のチ 

キストには日付がないため，これが最終的な成文であるかどうかは明らかでないが*内容から考え
" . (43)

て成文しベはそれに近いものと想定される。その要点ほ次のとおりである。

第 1 に，この委員会は，大蔵次官，会計检查院々長* 睦 • 海軍の各最高司*4官によって構成され 

る。第 2 に，各委員は，決定にあたってそれぞれ—票を行使する0 意見の一*致を見ない場合,各委 

員は争点となった問題を閣議に上申しその決定にゆだねるこ:とができる。個々の問題を処理するた 

めに，実務担当者による実務委員会.を設けることができる。第3 に，新年度のライヒ予算案の提出 

に先立って，っまり前年の8 月中に，関係各省は，自らの担当する秘密#軍備に関する歳出予算案 

を'この委員会に提示することとする。これらの歳出予算案ぼ委員会の検討を経て，委員をっうじて 

ライヒ政府の閣議に提出される。第 4 に，ライヒ予算案の確定後，委員会は前記歳出予算案を確定 

しその執行を監督する。第 5 に，秘密再軍備を目的とするものでありながらライヒ予算をら計上さ 

れない歳出にっいても，.その計画を委員会に提出し執行にっいてfま督を受けなければならない。第 

6 に，会計檢查院による決算の検查とこれに.伴う意見表明は,この委員会に会計梭查院代表が参 

加しているという事実によっても，また, ライヒ政府の決定によっても侵言,されることはない。以 

上である。 . マ

この共同審丧委員4 の活動にっいては, 1928年 4 月19日に第1 回の会合が前記基本方針第1 項に 

走められた正規の委員のみによつて開かれたこと，第 2 回会合は4 月27日さらに実務担当者を加え

注 (41〉 „Niedorschrift ubei* die Sitzung d<  ̂ RoichsminiBteriums am 22, De^mber 1927", in： BA: R431 /1426.
(42) "Vermerk vom 29, Dezember 1927, uber den KabinettsbeschluB vom 22. Dezember 1927", in： Deutsches Zentral- 

archiv (DZA) Potsdam I Recknungskof des Deutschm Reichs, Nr. 1923,
(43) "Riehtlimen fur dio ZusanimensetzunK und Tfitigkeit des in der Ministerbesprechung am ^2,. Dezember 1927 

beschlossenen Ausschusses zur t)borwachung dor Verwendung der fur besondoro Zwecke vorgesehonen Mittel**, in: 
DZA Potsdam： Reehnungshof des 肌 Nr. 1860•後揭注(49)で示す会計检查踪侧のネ書においてこの

r墓本方針丄に照らして共同審3̂よ委員会の役きが論じられており, ’ その内容から判斯レて本文で貝•る「基本；V針Jがその 

後 ?̂1統き有効であゥたものと,*£1われるめ '

'— SO { 3 10^ -------
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て開催され,秘密再軍備支出全般についての総括的檢討がおこなわれたことが記録文書から明らか 

である。しかし, その後I933年春にいたる間の活動について断片的な文書以外にはこれを知る 

手段は存在しないd 作成された関係文書は極秘として管理され,活動記録はむしろ可能なかぎり作 

成 • 保存しない意向でもったと言われる。だが, 委員会がそのまま存続し,実務的な処理の促進の 

ために実務委員会が設けられてこれに従事したことだけはたしかである。 .

それはともかく，当時の海軍関係の予算業務の担当者であったシュジスラーが，後に共同審査委 

員会の活動を回顔しつつ，旧来の個別的な再軍備活勒の場合とは異なり，委員会よってとの活動 

全般に;b.たる相互的な調整がはかられるようになり，軍事面でも経済面でも計画と予測が可能とな 

ったと評倾していることは興味深い。山ロ定氏の言葉を借りるならぱ，共同審查委員会め設置は， 

ドィッの秘密再軍備だ自進のための国防軍，大蔵省および会計検査院め二者による協力体制の樹立を 

意味するものでもった，と霄うことができる。そして,再びシュジスラ一によれば，こうした転換 

に最大の貢献をしたのが，かのゼーミッシュなのであっ

この^ うな経過で共同審奔委員会が'成立し活動してきたととからすれば，会計検鸯院がヒットラ 

一政権成立後も依然としてこの委員♦ を重揖し，一層廣極的にこれに関与するととを意因していた 

としても不思議はない。あの閣議決定が成立'0 直前の1933年4 月3 日，会計检查院においては院長, 

副院長および数名の幹部が集って, 秘密;fij軍備支出の検査に会計検查院が今後どのように関与すぺ

きかを協議したが, その結果は次のように要約されている。
、•； .

.「a ) 軍備を目的とした衷出の規模は，近い将来において従来にくらぺ著しく増大すると予想される 

点に鑑みて，担当の局長は，原則として，秘密軍事支出に関するすべての案件の処理に関与すること 

力"滋要である。このことは，秘'き軍支出の計画の編成と執行についてのみならず，との键のま;出の 

檢查についても適用される。b ) 秘密再軍備支出の計画の編成と執行に開しては，近い将来において 

従来より頻繁にいわゆる共同審查爱員会の会合が開催される可能性があるため，会針検查院©利書を 

同委員会において代! !する院長について原則として代理人も定めておく必要がある。—— 副院長をも 

ゥてこれにあてることi する。（以下略)」 '

妻するに, 4 月3 日の時点では，会計検査院の幹部達は近い将来における秘密再軍備の強化を予'

注 (44) .,Vermerk des GeneralbUros des Rechnungshofs vom 1 1 . Mai 1928", im DZA Potsdam： Rechnungskof des
, Deutschm iteichs, Nr. 1850.

(45) »Ta^^ordnung des Mitpriifungsausschussea am 27‘ September 1930", in： DZA Potsdam: Reclinungshof des
Deutschen Reichs, Nr. 1923. '

( 4 6 ) 山ロ定他密再軍^̂きとドイッ社会民主党』(ニ）r立命他法学J 第72号 (1967年^  2 号) - 149貧なお，この問題につ 

いては，Caisten, Francis L.: Reickswehr und Pditik  1918-1933, Koln-Berlin 1964, S. 298-300 も参照されたい◊
( 4 7 ) 以上のシュツスラ一の弓I用はいずれ.も，"Kanftpf der Marine gegen Versailles 1919-1935", p. 602-3.による《ただ 

U とのようなSff部の側からの胖制とは裏腹に，大蔵智内部では，5|1の態度は次のように不信の目をもって見られてV、 
たようである。「頼Tfはいつも爐をぅく。陸4?は本当のことを言うが, それはごく稀なことでしかない。J » Affidavit 
by Hans Schaeffer concerning the * Black lioichswehr Budget* in pre-Hitler Germany and Defendant Schwerin
Von Kr如igk’fl critical attitude toward it", in： N M 7\ vol‘ XII, p, 558 sq.

(48) "Vermerk uber eino Besprechung vonx 3- April 1933", vti\ DZA Potsdam： Hechnunsslidf de& Deut$c}ien Reichs, 
Nr. 1857. . ， 、 '： ,
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想して，その予算の編成，執行および決算:の諸局® に積極的に関与する意向で'あった。こ•観点か 

らすれぱ,共同審查委員会の活動は将来拡大こそすれ，消減するなどとは予想もされていなかった 

のであろ。折しも，ヒットラーはゼーミッシA と会見して, 行財政の秩序維鲜のために会計検査院 

が今後-^層の貢献をなすべきことを訴えていた。まさにこめような状況のなかで, 会計检4 院は4 

月4 日の閣議決定の報に接することになるのである。‘ ■

国防軍対会計検査院

4 月4 日の閲議決定は，ただちに蔵相クロズィク，によってゼーミ" シュに伝えられた。ただじ， 

何故か共同密查爱員会の廃止の決定は明確にほ伝えられなかったようである， 4 月 6 日，ゼーミッ 

シュは蔵相との会談内容を副院長他5 名の会計検査院餘部に報告した。ここでは，出席者は一^様に 

共同審查委M会の廃止に反対もしくは批判的な見解を示している。12日には，国防省からはプロン 

ベルグと軍務筒長（Chef des W e h r a m te s)フロム（Friedrich Fromm), 大蔵省か らほクロズィクと大 

蔵次官ライシハルト（Fritz R e in h a r d t) ,会計梭^̂ 院からはゼ'ーミ，ッシュなと，.合計10名か出席して 

全合が開かれ，席上，プロンベルクからあらためて閣議決定め会計検査院に関係のある部分の内容 

が伝えられ，これをめぐって討議が展開された。翌13日，再度会計検査院内部の会譲が開かれ,同 

院としては閣議決定に従わざるをえないことを確認，あわせて今後国防省と折衝すべき簡題点につ 

いて協議がおこなわれている。その後26日になって，国防省，大蔵省, 会計検查院の三者によるニ

回目の協譲がおこなわれ，国防省側も若千の妥協提案をして，今後の問題について三者の間で意見 

が3^換され5 ? なお，閣議決定の内容はすべて口頭で伝えられ，そのチキストほ会計検査院に対し

て遂に示されることなしに終った。

このように， 連の協議は会計検査院のはとんど全面的な譲，で終った。政府閣議fこ出席権を持 

たない会計檢查院にとっては，閣譲決定を既成事実として突きつけられて,これを甘受するはかに 

道がなかったことはたしかでちる。いわぱ結末の見えでいるこの論譲め経過を順序立てて追うこと 

はやめて，以下では主な#•点について各当事者の見解や態度を要約して示すこととする。

まず，問題の焦点をなず共同審靈委員会の役割について，，大蔵省と会計檢查院の間には理解の基 

本的な相違かあった0

法( 4 9 ) これらの一速の会議につぃては, 次のような記録がある。4 月6 日にゥぃては"Vemerk vom 12. April 1933",4 ガ 

.12日につぃては"Niederechrift.tibor'die.Bespreehung im Reichsfinanziministeriuiu tiber die Frago der Beibehaltung 
Oder Auflfeung des sogenannten MitprUfurigeausschuss^ am 12. April 1933", 4 月13日に■ついては"■yermerk vom 
22, April 1933",そして 4 月26日につぃては"Nieders6hrift tiber die Besprechungf im Reichsfinanzminteterium am 
26, April 1933 iiber die durch den Umbau des Heeres voraiissichtlich notwendig werdenden Gesetzailderungen** が 

ある，ぃずれもBA: な成Ni*.1 3 5に収凝されてぃる. なお，以下の本文の叙述における協内容の引

用は，すべてこれらの記録による♦

S2(312)

  — '



ヒットラ" . 国防軍，会計檢查院

大蔵省はこの委員会の実際上の主たる役割を，秘密軍事費予算の編成よウもむしろ熟行の監督に 

重点を置いて見ていた。クロズィクがその理由として指摘しているのは，秘密:F?軍備のための卞算 

.案が共同審盡委員会でほ通常の正もなしにそのまま嚴認され予算として確定されてきたという 

事実である。 ' .

ゼ一ミッシュによれぱ，とれは全く誤った理解であった。彼が強調するのは，秘密再軍備のため 

の予算の編成と確定の段階においてその財政法上の疑義を解明することにこそ委員会の主耍な任務 

力‘:もったということである。この見解は，前章で見た基本方針を参照しつつ会計检查院の他の幹部 

達が支持するところでもあった。財政関係法規の諸規定に抵触、した内容をもって予算が確定された 

場合，会計檢查院は決算検査の段階でこれらの点について異議を提起し, また，ライヒ財政'令第 

107条の規定に従って意見を議会と政府に表明しなけ•れぱならない。 その場合には，ヴもルサイュ 

体制のもとセ内外の世論を刺激することは必至である。こうした事熊を避けるという国家的兄地か 

らP そ，会計検査院は重大な責任を敢えて負って共同審查委員会の設立と運営に積極的に協力して 

きたのではなかったか◊ とすれば，この委員会の主な任翁は，秘密再軍備予算の編成’段階でこれに 

包含される法的疑義を解明し, これを適法なも0 として確定することにあったはずである。秘密再 

軍傭がー層拡大されようとしている現在,共同審查委員会のこの意味での重要性は増しこそすれ消 

滅することなどありえないであろう。

しかし, こうした会計検査院側の立場は，押しつけにも似た国防省側の主張にあって後退に後退 

をかさねてゆくことになる。 _

閣議決定を既成事実として青後に持つ国防省は,いまや極めて率直に共同審查委員会の活動につ 

いて批判を開陳するにいたる。プロンベルクの語調はまだしも抑制を义いていないが，フロんにい 

たっては, f大蔵省や会計検査院の代表との何週間にもわたる愚かな馬鹿話は行政監察官を喜ぱせ 

るたみにやっているようなものだ」.と発言して，ゼーミッシュの激しい反論をひきおこすことにな 

る。

それはともかく，国防省側の主張のひとつの要点は,共同審查委員会が設置されたのは当時の内 

政上の狀況を考慮したためであること，その内政上の状況は根本的に変化してもはやこの委員会を 

存続させる理由はなくなっ：̂こ，という点にあった。 4回にわたる協譲のなかで会計検査院伽は,こ 

の点について何らの反論も提起していない。むしろ，ナチス革命の進行，とりわけ授権法の成立に 

直面して，会計検査院はこの主張に反論しえなかったのだと言っズよいであろう。’.

国防灌側の主張の.もうひとつの耍点は，今後ありう,べき内外め事態の急速な展開に再軍備のテン 

ポを合わせなけれぱならず，そのため年度毎に予算を琪前に；確定することは困難であり，したがっ 

て-共同密查養員会による統制は事実上不可能である, という点にあった。会計検査院はこれに対し 

て，たとえぱ四半期別の予算の編成と確定という方法で共同满查養員会による統制を有効に続ける

—*—  83 (,313) *---
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ことができるはずだと応じてみたものの，国防省側はこれに耳を傾けようとほしない。後者のねら 

いは制度の部分的修IEにはなく，根本的変更にあったからである。国防省は，.秘密再軍備予算をい 

わぱ渡し切りの予算として，具体的には，■防省関係の支出の総額のみを定めて費目別I肢定を一切 

っけない歳出予として編成し執行しようと目論んでいたのである。財政統制の通常の観念からす 

れぱそれは秘密再軍備を事前の計画としての予算なしにおこなうに等しく，ゼ— ミッシユにして 

みれば, r行政がいかにして成立ちうるのか想いも及ばぬJ ことであった。 こうした会計検査院側 

の当惑をよそに，国防省のこれに対する答は填純明快ですらある。すなわち，秘密再軍備費は定め 

られた総額の範商'内で必要に応じて支出されると同時に費目別に分類して記帳され，年度末の実支 

出額をもって予算額とみなすという手続がとられるはずでった。こうして成立つ決算は予算の費 

目別限定に違反したものではりえないし，予算外超過支出といった金額限定の原則の違反も起り 

えない。このような予算運営のもとでは，会計検査院が懸念する財政関係法規との抵触も起りえな 

いであろう,というわけである„ ゼーミッシュに言わせるならば，それは「平時において戦時と同 

様に予算を運営しようとするものJ に他ならなかった。

ンどころで，この一連の会議において大蔵普は，閲議決定を既成事実とみなしていたためであろう, 

か, その関心をもっぱら，この閣議決定が次年度以後の支出膨膜と硬直化の原因となるのではない 

かという点に向けいてた。だが，国防省側がそのような事態を出現させぬように努力すると容弁し 

たことで安堵し，後に述べる給与法（BespMungsgesete)との関係を別とすれば，大蔵省は，.典同密查 

委員会の役割を舉を変えてでも維持するための搏極的な主張をほとんど控えてしまった。さ’ぎに見 

たように，大蔵省が予算編成段階におけるこの委員会の役割を無意味なものと見ていたごとも，こ 

うした消極的な態度の一因をなしていたように思われる。いずれにせよ，会計梭查院は事実上孤立 

無援の状態におちいり，結局，委員会の廃止をもはや止むをえぬこととして甘受することになる。

しかし会計検査院がその使命観にかけてなお譲るととができないのは，決算檢查の有効性を確 

保することと，商軍備予算に関する法的諸規定を空文化させないことであった。

まず第一の点にっいて。決'鼻検査の有効性を確保するには，法的拘束；̂を持った午算,さらには 

基礎的勘定体系としての予算が存在していなけれぱならない。’閣議決定は秘密再軍備にっいて，•い 

わぱ予算のな、状態を創りだしたわけだが，これによって実は決算統制もまた不可能とならざるを 

えないのだ。先に見た国防省側の，実支出額をもって予算とみなすといった方法は，会計檢查院と 

して到底認めうるものではない。苦慮の末に想いいたったのが，国防省内部で作成されるはず^^資
(50)

金支出計画書(KassenanBchlag)と，その突行乃至変更に関する本智の下位部局,に対する指令書（An-

注( 5 0 ) 資金女出評画書とは，ライヒ会針M ii (Reichswirtschaftsbestimmung)第14条に规定されているもので,ある省庁に 

よって管Mさるべき財政資金の總姑まを指しそのあm こついてめられた予勸£ 货を含めて，予算珍;の個々のず算科 

01に従って金額を§!も〒':した文H Iのととを言う，

84{314) '— ~

I '
1

I
I

I
I

I

iII
レ  1
m
I

I

II
II
言
II
m

I

II
1

I

I
I



ijft—inmiMiii

ヒットラー*国防車*会計検査院 、

ordnung)であり，これらを規準として決算統制をおこなうことであった。渡し切りの一*括予算方武 

をとる場合やも, 防省はこれらの文書なしに支出活動を組纖するととはできないはずであった。

4 月4 日の圆議決定が，決算統制は従来どおりおこなうべき旨を指示しているU 上，国防潜側とし 

ても，会計檢查院によるこれら文書の提出要求を拒杏することはできず,この点においては結局会 

計檢ま院の主張が容れられることになった。

残されおひとっの問題，法的譜規定安々とは，卞算.関速法規のうちで,閣議決定を根觀に国防省 

が搏軍備促進めため意因的にその適用を停止するもの，および, この目的r 照らして修正すべきも 

の力t何かを‘特定することであった。これが, 会計檢查院, 大蔵省，国防軍の二者による協議の最後 

の課題となった。'そり詳細には立ち入らないが，最大の問題は,給与令をどのように修正するかで 

あったぃ大蔵省がこの点に積極的な開心を示したのは,将校おギび兵員の増員をはかると同時に種 

々の職位を給与面で格上げしようとする国防軍の方針が，みれ自体としてのみならず，他の官省へ 

の波及をっうじて，近い将板における財政支出の増加につながるととを恐れたからであった。

な-お，決算検查にっいて国防省は，閣議決定にあったようr , 檢查従事者を秘密保持の理由から 

会計検査院の上級職員にのみ限定することを強く要求していたが，会計検査院は人貴確保の困織な 

ことを理由にそのぽ和を求め, 国防省も妥協して，検查fe動は従来どおりの人員配置でおこなわれ 

タこととなった。

このように，国防省は令計検查院に対して若千の存で妥協したもめの，その基本的な意図はすべ

て貫徹することができた。共同審査委員会の機能を別の形態によってでも実質的に維持しようとし

た会計検查踪の奪図は，完全に挫折させられナこ。決算統制にっいては，会計検香院はかろうじてそ

の職能を守ることができたものの, ‘ 予算の事:前および執行段階での統制については，会計検査院の

みならず, 大蔵省もともにその権限を剝奪されたのである。 .'
■，

W. 結 論

4 月4 日の閣議決定にっいて，その内容や, 再軍備政策と財政政策，財政統制の展開における位 

置づけなどをこのように見てくると, われわれはy の決定が授権法成立の僅か10日後のものやあっ

注( 5 1 ) 本文で述べる給与法に関する問題の他，フロム力欲令に関する問题として提起したのは，次の諸点である，まず.国 

防取給養法(Wehrmachtversorgungagesetz),ことにその年金親定につ、、て変更の必要があること，审-事刑事訴訟令 

(Militarstmfgerichtsordnung)と5|巧f-懲成合 (Militar-Disziplinarstrafordnung)とを新JfiiC•制定すべきこと（この点 

につV、ては, 倦装の必要がなV、ため. 1933年 5 月12日の法雄によゥて軍法会議制III'が導E入されナ；：ことによゥて直ちに解 

決を見た。Absolwi,R.: ap. cit., S. 4 7 . ) ,ライヒ財政☆ の第11条，32条 , 36条の規定は遵守しがたいこと，などであ 

ゥた, ライヒ財政合のこれらの諸条壞は, 歳出の予算科0 別の金額限定，ことに人件費の支出について規定したもので 

あるが， 4 月26日の会議では，ネの違反は止むを得ないものと認められ，会評检3?̂院はこの湖の違反をライt 財政令 

• 107条の走める意貝_ま明の対象としない旨のし合わせがおこなわれた。'

' -— msi5) ■—~ -
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たことにあらためて想いいたらざるをえない。いわゆる授権法体制は，3 月合1日の第-^均制化法と 

4 月7 日の第二均制化法にもとづくラントのレヴcaルでの政治的意志決定の均制化として進められ， 

また》公務員，.農業，勞働，経済などの個々の政策局面においても種々の法令の公布をつうじて広 

机に展開.されてゆく。授権法を基礎としたこれらのいわば公然面での政策展開と並んで，当面は厳 

レく秘匿されたままで同じ基礎のうえに実現されたのが，あの閣議決定であった。それは，ヒット 

ラ- •の政治的意図の最も中心的な部分にかかわる再軍備政策を，現行の法的規制および財政統制力、 

ら解放して推進しようとしたもので:あったが，W葉を変えるならば，再軍備政策をあたかも「非*t  

事態J のもとにあるかのように遂行するという決定でももったと言うこともできるであろうC そし
、 (52)

て，この r # 常事態J の論理は授権法体制全体を支えるものでもあったと見てよいであろう。この 

意味において，ゼーミッシュが閣議決定によって生ずる事態を「戦時財政運営の先取りJ と見たの 

は極めて象徵的である。

たしかにゼーミッシュにtム授権法体制を支えるこのような論理への直観的な認識があったので

あ '̂ て，それ故にこそ彼は，ヒットラ一あての書簡において会計検査院の地位と役割についての法

的保障を強調して，会計檢靈院としての己防衛を図ったのだ，と見ることができる。だが，予算

という制度的機構から法的機能を，さらに可能ならば会計統制機能をも抜きとってしまおうとする

国防智の主張に対して，会計検进院はほとんど無力であった。本来，予算機構が果たすこれらの統

制機能は，近代国家において立法，行政，同法の三権分立の建前のもとに成立ってきたのである'。

したがって，ドイツの会計検査院が国制上どのように位置づけられていたにせよ，立法府たる議会

の存立の如何によって予算機構とその一環としての会計梭查院の役割は* 実上変らざるをえない。

共同審查委員会の成立と廃止は，このような脈絡のなかでのできごとであった。 1927/28年当時と

33年 4 月とにおける内政上の状況の完全な変化という国防相の指摘は,自己の個別的要求の正当化

という励機から出たものでf cったにせよ，それ自体としては杏定しがたい真実を含んでいたのであ

る。そして，会計検査院が一時は共同審査委，会の活動の強化を予期しながら旬日ならずしてその

廃止の決定を甘受せざるを得なくなっていったのは，授権法体制が自らの政治的役割をとついてもた

らす変化に対する洞察を欠いていたととのあらわれと言わざるをえないであろう。

しかし，このRI3議決定を端緒とする事態の発展について洞察を欠いていたのは，会計検査院のみ

ではなかった。P<S議で反対意見を表明したクロズィクにして’も，この決定が予算に関する大蔵潜統
(53)

制を弱体化させて，自らの立場をやがてライヒ政府の「出納係」の地位におとしめる契機となろう 

とは，この時点において想いも及ばなかったことであろうン同じぐ反対意見を表明したシャハトに

法ほ2 ) この点については，広渡清吾**「第三帝国の法偶造J 試論一授権法体制を中心として社会科学研'究J OIC大社研〉 
雄27逸第3 号, 15^以下に負うところが大きい。

(53) . "Extracts from tho Tcatimony of tho Defense Witness Fritz Reinhardt before Commission**, p. 612 sq.
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ヒットラー‘ 国防軍‘ 会tr檢查院 

しても，この決定以後本格化する再审備括動が> 経済政策上の考慮から彼自ら職を賭して反対せざ 

るをえぬ程にまで鼎進するとほ予鬼していなかったであろう。ゼーミッシユも舍めでこれらの3 人 

は，それぞれの担当する領城における専門的な判断と指導の能力に恵まれながら,るいはむしろ 

それ故にこそかえって，事態の展開への洞察を欠き，国防軍の権力指向に重要な歩を譲らざるを 

えなかったのである。

たしかに，国防単はこの閣譲決定によって再軍備をライヒ政府公認のものとし 今後の発展への

基礎を策くととができた。再軍備に関する法的規制は縫和され，財族統制の極梢は除去された。共

同藩查委員会は廃止され，大蔵智は，ライヒ銀行とともに資金提供者たることにその役割を限定さ

れI , 会計検査院は決算統制に霉念させられることになった。だが，国防軍の場合,やや長い期間に

ついて見れば，閣譲決定にもとづくライヒ国防評譲会の設置によって自らの権力を強化できたわけ

ではなかった。国防政まの決定はいわぱ権限のカオスに巻きこまれて，ヒットラーの介入を容易に.

する状態が生みだされていったのである„ これこそヒットラーが究極的に意図していたことではな

かったか。他方，ヒットラーは，共同審查委員会廃止の決定が会計検査院に衝撃を与え-ることを予

想して，閣議決定の直前にゼーミッシュを引見*し，その使命観に斬えつつ支持の取付けを図ったの

だ，と見ることもあながち不可能ではない。こうした推理の是非はともかく，この閣議決定をめぐ

るヒットラーの行動が，自らの統治確立に向っての目的合理的な判断に他の誰にもまして明確に貫

かれたものだったことだけはたしかである。 ‘
(54)

〔付録〕 1933年 4 月4 日の閣議決定。

Die Reichsregierung hat in der Kabinettssitzung vom 4.も 33 folgende Entschliefiung angenommen ニ

1 ) Der wMtere Verlauf der Abriistungskonferenz wird in jedem Falle zu Anderungm  in  der 

Organisation der Wehrmacht fiihren. Den Vorbereitungen fur diese Organisationsanderungf wird 

der vom Reichswehrminister nach MaBgabe der politischen Verhaltnisse aufzustellende Organisa- 

tionsplan zugrunde gelegt, Der Reichswehrminister tr ifft nach Vortrag beim Reichskanzler alsbald 

die MaBnahmen, die zur zeitgerechten Durchfuhrimg' der Organisationsanderung hereits je tz t 

erforderlich sind. Hierbei kann bis zur Schaffung endgiiltiger newer gesetzlicher Grundlagen von 

den bzsherigen Gesetzesbestinvmmgm ahgevnelien werden.

2) Die durch die Organisationsanderung der Wehrmacht bedingten en d^ ltigen  Anderungm  des 

Wehrgesetzes nnd der sonstigen in Frage kommenden gesetzUcfim BesHmm%ngen bereitet der 

Reichswehrminister so vor, daB sie ohne Verzug verabschiedet werden konnen, sobald die auBen- 

politische Lage hlnreichend geklart ist.

3) Der Reichsfinanzminister stellt die liir dio U m organisatim  der Wehrmacht e r f  order licJim M ittel 

ohne Riicksicht auf die Herkunft der Oelder in d n e r  Summe und in einer Form bereit, die unter 

Vermeidung aller Einzelangaben der Offentlichkeit im In- und Auslande den Einblick in die 

beabsichtigten MaBnahmen verwehrt.

注( 5 4 ) 資料出所については，前掲住②およぴ⑧を参照されたい* なお，イタリックの部分には，原文では下線がはどとさ 

れている。 '
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Rechnungslegung und Rechnungspriifung hat nach gleichen Grundsatzen der Tarnung zu erfolgen.

Die Verausgabung der Mittel erfolgt nach Vortrag beim Reichskanzler durch den Reichswehr-
. - ，‘ ..；• 
minister, Buchung an Hand des bisfierigen Haiishaltsmusters, notfalls unter seiner iEi'ganzung.

4) Der im Jahre 1928 gobildete M kpriifunffsmtssckuJi (Staatssekretar Gremiuni) fiir die Uber-

wachung der nicht dispositivniaBig erfolgenden Aujsgaben des Reichswehrministeriums kommt in

F ortfall,

Der Reichswehrminister wird ermachtigt, die besonderen Haushalte festzusetzen, Er gibt hiervon 

dem RFinMin, und dem Rechnungshof Kenntnis. •,

Die Rechnungsprufung dieser Haushalte erfolgt wie bisher durch den Rechnungshofs und zwar 

nur durch hohere Beamto ohne Beteiligung von mittleren odef unteren Organen,

Berlin, den 4. April 1933 

Der Reichskanzler 

gez. Hitler

、 Der Reichswehrminister

’ gez. V. Blomberg.

〔付記：！ この研究において利用した史料の大半は，主として1965〜6 年に束西両ドイッの国立文書 

館において収集したもの'であるが，間題の閣議決定のチキストは，1 9 7 4年秋の再度の西独の国立文 

書館での作業において，また戦犯栽判における証言は, 同じ時期にミュンヒュンの現代史研究J5fにお 

いて入手したものでもる。再度にわたる訪独をま金面で接助されたアレクサンダー，クォン. フンボ 

ルト財団Alexander von H um boldt-Stiftungに対して，あもためてここに感謝の意を表する次第であ 

る。 . ■

(経济学部教授)
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